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間
題
の
所
在
と
光
華
寮
事
件
の
有
す
る
意
味

伝
統
的
承
認
論
と
一
般
的
事
実

日
中
共
同
声
明
の
解
釈

既
成
事
実
と
光
華
寮
事
件

若
干
の
間
題
の
検
討

小
括
と
課
題

齋

藤

　
　
　
一
　
問
題
の
所
在
と
光
華
寮
事
件
の
有
す
る
意
味

　
光
華
寮
事
件
は
、
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
十
二
年
）
九
月
十
六
日
に
京
都
地
裁
判
決
が
出
さ
れ
て
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

て
、
現
在
は
最
高
裁
で
審
理
継
続
中
の
事
件
で
あ
る
。

　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学

洋

二
回
の
差
戻
判
決
を
経

　
一
八
五
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一
八
六

　
事
件
と
し
て
の
本
件
の
有
す
る
困
難
性
は
、
法
律
論
と
政
治
論
と
が
ま
さ
に
交
錯
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
中
共
同
声

明
（
一
九
七
二
年
）
の
「
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
中
国
の
唯
一
の
合
法
政
府
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
」
と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
、

「
政
府
承
認
の
切
替
」
を
行
な
っ
た
と
い
う
理
解
に
端
を
発
し
、
伝
統
的
な
承
認
論
で
は
容
易
に
説
明
し
難
い
状
況
に
自
ら
の
思
考
を

陥
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
「
政
府
承
認
の
切
替
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
多
く
の
優
れ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
特
に
、
当
該
事
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

関
す
る
鑑
定
書
及
び
そ
れ
を
元
に
公
刊
さ
れ
た
鑑
定
人
の
論
文
に
示
さ
れ
て
お
り
、
説
得
力
を
有
す
る
学
術
研
究
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
な
か
で
本
稿
が
当
該
事
件
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
本
件
を
審
理
す
る
前
提
が
「
政
府
承
認
の
切
替
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
最
初
の
段
階
に
お
け
る
疑
間
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
は
、
伝
統
的
な
承
認
論
と
、
日
中
共

同
声
明
と
い
う
外
交
文
書
の
有
す
る
表
現
上
の
特
徴
を
も
考
慮
す
る
こ
と
で
、
当
該
事
件
に
関
す
る
先
決
間
題
で
あ
る
「
台
湾
」
の

法
的
地
位
を
探
ろ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
る
。

　
こ
の
試
み
は
、
い
わ
ゆ
る
台
湾
が
主
権
国
家
か
否
か
、
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
一
部
か
否
か
と
い
う
間
題
で
も
あ
り
、
そ
の

結
果
次
第
で
さ
ら
に
台
湾
海
峡
の
帰
属
間
題
に
も
関
係
し
て
く
る
。
一
般
に
国
際
政
治
に
お
い
て
は
、
特
に
コ
つ
の
中
国
」
か
「
二

つ
の
中
国
」
か
に
つ
い
て
、
資
本
主
義
対
共
産
主
義
、
親
日
対
反
日
、
市
場
と
し
て
の
大
小
な
ど
様
々
な
捉
え
方
や
立
場
で
当
該
間

題
が
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
政
府
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
「
日
本
国
は
米
国
よ
り
も
い
く
ら
か
強
く
『
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

中
国
』
路
線
を
踏
襲
し
て
い
る
。
」
と
評
論
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
間
題
は
、
ひ
と
つ
の
法
律
間
題
が
非
常
に
大
き
な
影
響
を
政
治
間
題
に
与
え
る
と
い
う
側
面
を
有



し
て
も
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
日
本
が
先
進
国
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
食
料
・
原
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ
i
等
の
ほ
ぼ
全
て
を
輸
入
に
頼
り
、
そ
の
輸
入

ル
ー
ト
の
大
動
脈
が
台
湾
海
峡
及
び
そ
の
周
辺
で
あ
る
。
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
一
部
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
当
該
海
峡

は
そ
の
領
海
に
な
り
、
接
続
水
域
や
排
他
的
経
済
水
域
並
び
に
国
内
法
制
度
上
の
軍
事
区
域
が
設
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
無
害

通
航
権
や
国
際
海
峡
と
い
う
法
的
手
段
を
講
じ
た
と
し
て
も
、
当
該
ル
ー
ト
の
使
用
及
び
運
行
に
多
大
な
支
障
が
生
ず
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
日
本
は
物
資
輸
入
ル
ー
ト
と
い
う
生
命
線
を
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
国
際
政
治
、
特
に
北
京
政

府
と
の
関
係
に
お
け
る
立
場
は
非
常
に
苦
し
く
、
弱
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
日
本
政
府
は
国
家
の
存
続
の

た
め
に
北
京
政
府
の
要
請
を
ほ
ぼ
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
同
時
に
日
本
の
領
土
、
領
海
、
接
続
水
域
、
排

他
的
経
済
水
域
に
対
す
る
北
京
政
府
の
影
響
力
が
強
く
な
り
、
中
国
大
陸
と
弓
状
の
日
本
に
包
囲
さ
れ
た
（
北
朝
鮮
は
勿
論
の
こ
と
）

韓
国
も
北
京
政
府
と
の
関
係
を
慎
重
に
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
こ
こ
に
、
米
国
の
勢
力
に
頼
ら
な
い
東
ア
ジ
ア
勢
力
圏
が
北

京
政
府
を
中
心
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
光
華
寮
事
件
と
は
、
そ
の
先
決
間
題
と
し
て
の
「
台
湾
」
の
法
的
地
位
を
決

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
要
な
事
項
を
包
含
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
お
か
れ
る
将
来
を
日
本
自
身
が
判

断
し
得
る
間
題
で
あ
り
、
日
本
の
将
来
に
与
え
る
そ
の
判
断
の
影
響
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
間
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
日
中
関
係
を
伝
統
的
な
承
認
論
を
基
に
、
両
者
の
歴
史
に
お
け
る
出
来

事
の
有
す
る
意
昧
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
「
政
府
承
認
の
切
替
」
と
は
異
な
る
理
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
紙
幅
の
関
係
で
、
光
華
寮
事
件
の
概
要
な
ど
の
周
知
の
事
項
は
記
載
せ
ず
、
ま
た
必
要
最
小
限
の
文
献
の
掲
載
に
止
め
た
こ

　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
七
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と
、
及
び
本
稿
は
拙
稿
「
承
認
論
と
台
湾
」
（
東
洋
大
学
通
信
教
育
部
『
東
洋
』
第
四
十
一
巻
第
一
号
（
平
成
十
六
年
四
月
）
所
収
）

の
内
容
に
相
当
の
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
ゆ
え
に
、
独
立
し
た
論
考
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
を
付
記
す
る
。

　
　
　
二
　
伝
統
的
承
認
論
と
一
般
的
事
実

　
法
論
理
を
組
み
立
て
る
た
め
に
必
要
と
な
る
争
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
教
科
書
検
定
や
近
隣
諸
国
の
厳
し
い
批
判

に
耐
え
抜
い
た
日
本
国
の
中
学
及
び
高
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
世
界
史
の
教
科
書
の
記
述
を
基
に
し
て
、
そ
の
意
味
を
、
訂
正
も
含

め
て
、
承
認
論
を
用
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
一
）
　
争
い
の
な
い
一
般
的
事
実

　
一
八
九
五
年
（
明
治
二
十
八
年
）
に
日
本
〔
当
時
〕
と
清
帝
国
（
清
朝
）
の
間
で
下
関
条
約
が
締
結
さ
れ
、
台
湾
島
が
日
本
に
割

譲
さ
れ
た
。

　
一
九
一
二
年
に
革
命
派
が
南
京
で
中
華
民
国
を
設
立
し
、
孫
文
が
臨
時
大
統
領
と
な
る
が
、
哀
世
凱
が
革
命
軍
と
取
引
を
し
、
清

朝
の
博
儀
を
退
位
さ
せ
（
清
の
滅
亡
）
、
蓑
世
凱
が
中
華
民
国
の
臨
時
大
統
領
と
な
る
。
後
に
国
名
を
「
清
」
か
ら
「
中
華
民
国
」
に

改
称
。

　
一
九
一
五
年
に
日
本
政
府
〔
当
時
〕
と
哀
世
凱
政
権
と
の
間
で
「
二
十
一
ヶ
条
の
要
求
」
が
調
印
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
太
平
洋
戦

争
（
対
日
抗
戦
）
に
突
入
。



　
一
九
四
五
年
に
実
質
上
の
終
戦
と
な
り
、
一
九
四
六
年
に
国
民
党
、
共
産
党
、
そ
の
他
で
政
治
協
商
会
議
を
開
催
し
た
が
、
む
し

ろ
関
係
が
悪
化
し
、
国
民
党
と
中
国
共
産
党
の
間
で
内
戦
が
続
く
。

　
一
九
四
九
年
に
中
国
共
産
党
が
中
国
全
土
を
支
配
下
に
置
き
、
国
民
党
は
台
湾
に
逃
れ
る
。

　
一
九
五
一
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が
締
結
さ
れ
、
台
湾
島
を
含
む
領
土
放
棄
が
行
な
わ
れ
た
。

　
一
九
五
二
年
に
日
華
平
和
条
約
の
締
結
（
日
本
国
と
中
華
民
国
）
。

　
一
九
七
二
年
に
日
本
政
府
か
ら
の
一
方
的
な
日
華
平
和
条
約
の
失
効
宣
言
及
び
日
中
共
同
声
明
（
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
）
。

　
一
九
七
八
年
に
日
中
平
和
友
好
条
約
（
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
）
が
締
結
さ
れ
る
。

　
（
二
）
　
伝
統
的
承
認
論
に
基
づ
く
解
釈

　
右
記
の
事
実
を
伝
統
的
な
承
認
論
を
用
い
て
、
そ
の
国
際
法
に
お
け
る
意
味
を
検
討
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
そ
の
際
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
伝
統
的
な
承
認
論
に
お
い
て
は
、
承
認
行
為
は
二
国
間
の
一
方
的
行
為
で
あ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
台
湾
」
の
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
日
本
国
と
の
二
国
間
の
関
係
に
お
け
る
法
的
地
位
の
間
題
と
し
て

論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
際
社
会
に
お
け
る
一
般
的
な
法
的
地
位
の
間
題
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
最
初
の
前
提
は
、
主
権
国
家
で
あ
る
清
帝
国
の
存
在
で
あ
り
、
こ
の
点
が
否
定
さ
れ
る
と
以
下
の
論
理
展
開
は
不
可
能
に

な
る
。
清
帝
国
が
主
権
国
家
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
欧
米
諸
国
家
と
多
数
の
条
約
を
締
結
し
て
い
た
こ
と
及
び
日
本
と

の
歴
史
的
経
緯
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
九
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一
八
九
五
年
の
下
関
条
約
に
よ
っ
て
、
台
湾
島
は
日
本
の
領
土
に
な
っ
た
。

　
一
九
一
二
年
に
革
命
派
が
南
京
で
中
華
民
国
を
設
立
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
主
権
国
家
で
あ
る
清
国
内
の

南
京
と
い
う
一
部
地
域
に
お
い
て
「
中
華
民
国
」
と
い
う
名
称
の
反
乱
団
体
が
南
京
に
生
じ
た
だ
け
で
あ
り
、
中
華
民
国
と
い
う
主

権
国
家
が
設
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
孫
文
は
臨
時
大
統
領
と
い
う
名
称
の
反
乱
団
体
の
首
魁
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
清
の
中

央
政
府
（
皇
帝
博
儀
）
対
反
乱
団
体
（
中
華
民
国
）
と
い
う
、
主
権
国
家
た
る
清
国
内
に
お
け
る
対
立
関
係
、
す
な
わ
ち
国
内
法
上

の
間
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
央
政
府
か
ら
反
乱
団
体
鎮
圧
の
た
め
に
裳
世
凱
を
司
令
官
と
す
る
軍
隊
が
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
裳
世
凱
が
反
乱
団
体
と
取
引
を
し
、
反
対
に
中
央
政
府
を
打
倒
し
た
た
め
、
反
乱
又
は
革
命
が
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
注

意
を
要
す
る
の
は
、
博
儀
の
退
位
に
よ
る
清
の
滅
亡
と
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
事
態
は
、
主
権
国
家
清
に
お
け
る
中

央
政
府
が
崩
壊
し
、
革
命
政
権
が
実
質
上
当
該
国
家
を
支
配
下
に
置
い
た
状
態
な
の
で
、
法
論
理
上
は
こ
の
段
階
で
も
主
権
国
家
た

る
清
は
存
続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
主
権
国
家
内
に
お
い
て
当
該
国
家
を
正
式
に
代
表
す
る
者
（
団
体
”
政
府
）
の
決
定
に

関
す
る
間
題
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
日
本
〔
当
時
〕
は
、
革
命
政
権
で
あ
る
哀
世
凱
政
権
に
対
し
て
一
九
一
五
年
に
「
二
十
一
ヶ
条
の
要
求
」
を
行
な
い
、
当

該
政
権
と
の
間
で
正
式
に
調
印
し
た
。
そ
の
内
容
は
極
め
て
不
平
等
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
条
約
と
し
て
締
結
さ
れ
た
と
い

う
事
実
は
、
日
本
国
が
裳
世
凱
政
権
に
対
し
て
黙
示
的
方
法
で
政
府
承
認
を
与
え
た
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
日

本
に
と
っ
て
主
権
国
家
清
（
後
に
中
華
民
国
と
改
名
し
た
が
国
家
の
同
一
性
は
継
続
し
て
い
た
）
が
存
在
し
、
そ
の
正
当
政
府
が
衰

世
凱
政
府
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。



　
一
九
四
五
年
に
実
質
上
の
終
戦
が
訪
れ
た
。
し
か
し
対
日
抗
戦
で
協
力
関
係
に
あ
っ
た
国
民
党
と
共
産
党
と
の
間
で
内
戦
が
続
い

た
。
こ
れ
は
主
権
国
家
た
る
中
華
民
国
に
お
け
る
中
央
政
府
（
国
民
党
）
対
反
乱
団
体
（
共
産
党
）
と
い
う
国
内
法
上
の
間
題
で
あ

る
。
こ
の
間
、
共
産
党
に
対
す
る
交
戦
団
体
の
承
認
が
行
な
わ
れ
た
と
の
資
料
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
一
九
四
九
年
に
中
国
共
産
党
が
中
国
全
土
を
支
配
下
に
置
き
、
国
民
党
は
台
湾
に
逃
れ
た
と
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

時
点
で
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
中
華
民
国
と
い
う
主
権
国
家
が
存
続
し
て
お
り
、
そ

の
領
土
の
大
部
分
を
反
乱
団
体
で
あ
る
中
国
共
産
党
が
実
効
的
に
支
配
し
、
中
央
政
府
は
台
湾
と
い
う
名
称
の
領
土
の
一
部
（
島
）

を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
対
立
状
態
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
、
政
府
承
認
の
要
件
を
中
国
共
産
党
は
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

日
本
は
中
華
民
国
に
お
い
て
中
央
政
府
に
替
わ
っ
て
新
政
府
が
誕
生
し
た
と
し
て
、
政
府
承
認
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
。

　
一
九
五
一
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が
締
結
さ
れ
、
台
湾
島
が
放
棄
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
台
湾
島
は
日
本
の
領
土
で

は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
島
の
帰
属
先
の
間
題
が
残
っ
て
い
る
が
、
東
京
裁
判
に
お
い
て
侵
略
戦
争
違
法
観
が
採
用
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
当
該
島
は
下
関
条
約
締
結
前
の
状
態
に
戻
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
一
九
四
九
年
の
時
点
に
お
い
て
、
す
で
に

実
質
上
放
棄
さ
れ
て
い
た
台
湾
島
は
、
元
の
領
有
者
で
あ
る
清
、
す
な
わ
ち
中
華
民
国
に
帰
属
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
は
、
日
華
平
和
条
約
の
第
三
条
及
び
第
十
条
に
よ
っ
て
も
放
棄
さ
れ
た
台
湾
島
に
関
す
る
処
置
を
中
華
民
国
が
行
う
旨
が
規

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
日
本
は
、
こ
の
間
米
国
か
ら
の
強
い
要
請
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
九
五
二
年
に
台
湾
島
に
あ
る
中
華
民
国
政
府
を
中
華

民
国
の
正
当
な
政
府
と
引
き
続
き
認
め
、
日
華
平
和
条
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
中
国
共
産
党
は
、
こ
の
段
階
で
は
日
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本
国
に
と
っ
て
中
華
民
国
の
領
域
の
一
部
（
大
部
分
）
を
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
反
乱
団
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
一
九
七
二
年
に
日
中
共
同
声
明
（
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
）
が
結
ば
れ
、
復
交
三
原
則
の
影
響
で
日
華
平
和
条
約
の
失
効
が

外
相
声
明
の
形
式
で
発
表
さ
れ
た
。
し
か
し
日
華
平
和
条
約
は
、
日
本
国
と
中
華
民
国
と
の
間
の
戦
争
状
態
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の

契
約
条
約
で
あ
る
。
立
法
条
約
と
異
な
り
契
約
条
約
は
ひ
と
た
び
締
結
さ
れ
る
と
、
そ
の
法
的
効
果
は
確
定
し
て
し
ま
い
、
関
係
締

約
国
の
同
意
無
し
に
変
更
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
華
平
和
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
両
国
間
に
存
在
し
て
い
た
戦
争
状

態
及
び
関
係
事
項
の
全
て
に
法
的
効
果
が
生
じ
、
後
に
当
該
条
約
が
失
効
し
た
と
発
表
さ
れ
て
も
、
こ
の
法
的
効
果
に
は
何
ら
の
影

響
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
九
七
八
年
に
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
間
で
日
中
平
和
友
好
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
日
華
平
和
条
約
の
失
効
表

明
と
合
わ
せ
て
、
日
中
間
で
改
め
て
平
和
条
約
が
締
結
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
の
見
解
を
採
る
場
合
、
法
論
理

上
の
矛
盾
が
生
ず
る
。
こ
の
見
解
で
は
、
北
京
政
府
と
台
北
政
府
と
を
同
一
主
権
国
家
内
に
並
存
す
る
新
旧
政
権
と
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家
の
同
一
性
は
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
、
条
約
承
継
理
論
で
は
旧
政
権
が
締
結
し
た
条
約

の
効
力
は
新
政
権
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
条
約
と
い
う
国
際
合
意
文
書
は
、
国
家
と
国
家
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る

も
の
な
の
で
、
当
該
国
家
を
代
表
す
る
も
の
が
国
内
事
情
で
替
わ
っ
た
と
し
て
も
当
該
条
約
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
国
が
中
華
民
国
と
締
結
し
た
契
約
条
約
と
い
う
性
質
の
平
和
条
約
（
講
和
条
約
）
は
、
北
京
政
府
と
台
北

政
府
と
が
同
一
主
権
国
家
内
に
並
存
し
て
い
る
な
ら
ば
、
再
び
締
結
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
性
質
の
条
約
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
当
該
性
質
の
平
和
条
約
を
日
本
国
が
再
度
締
結
し
た
と
い
う
事
実
は
、
前
者
の
締
結
相
手
と
後
者
の
締
結
相
手
が
国
家



と
し
て
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
昧
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
前
者
は
主
権
国
家
で
あ
る
中
華
民
国
と
の
条
約
で
あ
り
、
後

者
は
主
権
国
家
で
あ
る
中
華
人
民
共
和
国
と
の
条
約
で
あ
る
。
中
華
人
民
共
和
国
と
の
条
約
締
結
は
、
こ
れ
ま
で
中
華
民
国
と
い
う

主
権
国
家
が
存
続
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
反
乱
団
体
と
し
て
の
中
国
共
産
党
が
生
じ
て
領
土
の
大
部
分
を
実
効
的
に
支
配
し
続
け
た

た
め
、
日
本
国
は
国
家
承
認
の
要
件
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
条
約
締
結
と
い
う
黙
示
的
方
法
で
新
国
家
と
し
て
の
国
家
承
認
を
与
え
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
事
実
上
の
国
家
で
あ
っ
た
存
在
を
宣
言
的
効
果
説
に
よ
っ
て
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
中
華
民

国
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
が
分
離
独
立
し
た
こ
と
を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
。
国
家
承
認
に
は
政
府
承
認
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

日
中
共
同
声
明
の
内
容
と
も
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
日
本
国
に
と
っ
て
は
、
中
華
民
国
と
い
う
主
権
国
家
と
、
そ
こ
か
ら
分
離
独
立
し
た
主
権
国
家
で
あ
る
中
華

人
民
共
和
国
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
　
日
中
共
同
声
明
の
解
釈

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
光
華
寮
事
件
を
「
政
府
承
認
の
切
替
」
と
す
る
見
解
は
、
日
中
共
同
声
明
の
文
言
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
当
該
声
明
文
の
意
味
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
当
該
共
同
声
明
に
お
い
て
、
「
二
　
日
本
国
政
府
は
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
中
国
の
唯
一
の
合
法
政
府
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す

る
。
三
　
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
表
明
す
る
。
日

本
国
政
府
は
、
こ
の
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
を
十
分
理
解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持
す
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る
。
」
と
明
記
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
間
題
に
な
る
の
は
第
二
号
の
「
中
国
」

一
九
四

の
意
味
と
、
第
三
号
の
「
理
解
し
、
尊
重
し
」
の
意
味
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
「
中
国
」
の
意
味

　
ま
ず
、
「
日
本
国
政
府
は
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
中
国
の
唯
一
の
合
法
政
府
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
」
に
よ
っ
て
政
府
承

認
の
切
替
が
行
な
わ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
政
府
承
認
の
切
替
」
を
採
る
見
解
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
こ
こ
で
『
中
国
』
と

い
う
用
語
の
意
味
は
、
『
国
家
』
を
指
し
、
そ
れ
は
清
国
で
あ
ろ
う
と
中
華
民
国
で
あ
ろ
う
と
中
華
人
民
共
和
国
で
あ
ろ
う
と
国
名
の

違
い
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
の
な
い
歴
史
的
に
一
体
性
（
置
Φ
暮
一
昌
）
、
継
続
性
（
8
導
営
9
な
）
を
も
っ
た
主
権
国
家
の
そ
れ
を
指
す
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5
）

の
で
あ
る
（
一
九
七
二
年
の
日
中
共
同
声
明
二
項
も
、
中
華
人
民
共
和
国
が
代
表
す
る
国
家
を
『
中
国
』
と
し
て
い
る
）
」
。
こ
の
文

章
は
、
戦
後
、
日
本
が
放
棄
し
た
台
湾
島
（
台
湾
領
域
）
の
帰
属
先
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
中
国
」
で
あ
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
記

述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
の
出
来
る
こ
と
は
、
「
中
国
」
と
い
う
意
味
を
歴
史
的
一
体
性
と
継
続
性
を
有

す
る
コ
つ
の
国
家
」
と
認
識
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
日
中
共
同
声
明
に
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
同
文
中
の
「
中
国
」
と
い
う
表
現
に
あ
る
こ
と
は
明
臼
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
中
共

同
宣
言
で
は
「
中
国
の
唯
一
の
合
法
政
府
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
規
定
上
の
厳
密
な
解
釈
か
ら
す
る
と
、
「
中
国
」
の

意
味
す
る
国
家
又
は
地
域
は
漢
然
と
し
て
お
り
、
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
日
中
共
同
声
明
で
他
に
「
中
国
」
と
い
う
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
右
記
以
外
の
箇
所
を
抜
き
出
す
な
ら
ば
、
「
日
本
側
は
、
過
去



に
お
い
て
日
本
国
が
戦
争
を
通
じ
て
中
国
国
民
に
重
大
な
損
害
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
を
痛
感
し
、
深
く
反
省
す
る
。
ま

た
、
日
本
側
は
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
提
起
し
た
『
復
交
三
原
則
』
を
十
分
理
解
す
る
立
場
に
立
っ
て
国
交
正
常
化
の
実
現
を

は
か
る
と
い
う
見
解
を
再
確
認
す
る
。
中
国
側
は
、
こ
れ
を
歓
迎
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
箇
所
と
、
「
両
政
府
は
、
右
の
諸
原

則
及
び
国
際
連
合
憲
章
の
原
則
に
基
づ
き
、
日
本
国
及
び
中
国
が
、
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
紛
争
を
平
和
的
手
段
に
よ

り
解
決
し
、
武
力
又
は
武
力
に
よ
る
威
嚇
に
訴
え
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
」
の
箇
所
で
あ
る
。

　
最
初
の
抜
書
に
お
け
る
「
中
国
国
民
」
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
中
華
人
民
共
和
国
を
国
家
承
認
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

実
際
の
損
害
を
受
け
た
人
民
が
事
実
上
の
国
家
た
る
中
華
人
民
共
和
国
と
中
華
民
国
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
か
を
明
確
に
区
分
で
き

ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
双
方
の
国
民
を
含
む
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
部
分
か
ら
「
中
国
」
の
明
瞭
な

意
味
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
「
中
国
側
」
と
い
う
表
現
も
、
こ
の
文
脈
か
ら
い
う
と
、
日
本
側
と
の
対
句
と
し
て
中
華
人
民
共
和
国

を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ま
た
次
の
抜
書
で
は
、
一
方
が
「
日
本
国
」
と
い
う
正
式
名
称
を
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
中
国
」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
い
る
意
味
が
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
「
両
政
府
が
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
中
国
」
も
少
な
く
と
も
中
華
人

民
共
和
国
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
日
中
共
同
宣
言
が
、
当
時
の
国
際
状
況
の
な
か
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
ー
こ
れ
は
日
華
平
和
条

約
の
表
現
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
が
ー
、
「
中
国
」
と
い
う
表
現
を
意
図
的
に
曖
昧
に
し
て
い
る
と
し
か
理
解
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
曖
昧
な
意
味
が
現
実
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
台
湾
と
い
う
地
域
が
こ
の
「
中
国
」
に
含
ま
れ
る

　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五



　
　
　
　
光
華
寮
事
件
に
関
す
る
一
考
察

か
否
か
も
判
然
と
し
て
い
な
い
。
北
京
政
府
側
の
解
釈
は
ど
う
で
あ
れ
、

る
。

日
本
国
に
と
っ
て
は

　
　
　
　
一
九
六

意
図
的
に
ー
曖
昧
な
の
で
あ

　
（
二
）
　
「
理
解
し
、
尊
重
し
」
の
意
味

　
次
に
第
三
号
に
「
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
を
十
分
理
解
し
、
尊
重
し
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
日
本
政
府
が
北
京
政
府
の
主
張
を
受
け
入
れ
た
若
し
く
は
合
意
、
同
意
し
た
と
の
誤
解
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
北
京
政
府
が
一
方
的
に
台
湾
を
自
国
領
土
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
国
は
そ
の
主
張
を
理
解
し
、

尊
重
す
る
と
は
云
い
な
が
ら
も
、
同
意
す
る
・
合
意
す
る
と
は
明
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
方
法
は
日
本
の
み
な
ら
ず
、

例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
他
の
国
々
も
「
同
意
す
る
（
謎
お
①
）
」
あ
る

い
は
「
承
認
す
る
（
お
8
讐
冒
の
）
」
と
い
う
表
現
を
避
け
て
、
「
尊
重
す
る
（
お
8
9
け
）
」
や
「
留
意
す
る
（
寅
臣
ぎ
＄
）
」
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

表
現
を
用
い
て
お
り
、
日
中
間
の
特
別
な
表
現
方
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
八
項
は
、
台
湾
を
中
華
民
国
に
返
還
す
る
規
定
で
あ
り
、
す
で
に
実
行
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
日
本
国
は
台
湾

が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
認
め
て
い
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
四
　
既
成
事
実
と
光
華
寮
事
件

　
以
上
の
よ
う
に
歴
史
上
の
経
緯
を
承
認
論
で
解
釈
し
、
平
和
条
約
の
性
質
や
日
中
共
同
声
明
の
解
釈
を
通
し
て
、
日
本
に
と
っ
て



は
清
の
後
継
国
で
あ
る
中
華
民
国
と
そ
の
政
府
が
あ
り
、
後
に
そ
こ
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
が
新
し
く
分
離
独
立
し
た
と
考
え
る
の

が
、
最
も
無
理
の
な
い
理
解
の
仕
方
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
中
華
民
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
具
体
的
で
明
確
な
二
つ
の
主
権
国

家
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
抽
象
的
で
曖
昧
な
中
国
と
い
う
国
家
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
日
華
平
和
条
約
締
結
か
ら
五
十
年
以
上
、
日
中
共
同
声
明
か
ら
三
十
年
以
上
も
経
過
し
た
現
在
に
お
い
て
は
、
両
国
の
経

済
・
社
会
・
政
治
体
制
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
国
際
社
会
生
活
を
継
続
し
、
侵
略
戦
争
違
法
観
の
も
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の

勢
力
範
囲
も
概
ね
明
確
に
区
分
さ
れ
、
国
際
関
係
を
良
好
に
保
つ
意
思
と
能
力
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
双
方
が
各
々
独
立
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

主
権
国
家
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
異
議
を
唱
え
る
も
の
は
、
北
京
政
府
以
外
に
無
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
を
加
味
す
る
な
ら
ば
、
光
華
寮
事
件
を
「
政
府
承
認
の
切
替
」
（
ひ
と
つ
の
国
家
に
は
正
当
政
府
は
ひ
と
つ
だ
け

で
あ
る
と
い
う
原
則
）
を
所
与
の
枠
組
み
若
し
く
は
前
提
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
自
体
に
疑
間
が
呈
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
、
光
華
寮
事
件
は
、
中
華
民
国
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
が
新
し
く
分
離
独
立
を
し
た
と
い
う
理
解
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
間
題
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
そ
う
な
れ
ば
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
政
府
の
完
全
承
継
・
不
完
全
承
継
と
い
う
議
論
は
成
り
立
た
た
ず
、
光
華
寮
は
従
来
ど
お

り
中
華
民
国
の
所
有
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
や
判
決
は
、
中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
現
実
に
存
在
す
る
隣
国
の
国

際
政
治
力
の
大
き
さ
に
振
り
回
さ
れ
て
、
承
認
行
為
が
二
国
間
且
つ
一
方
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
性
質
（
良
く
も
悪
く
も
原
則
）
を

軽
視
し
て
い
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

東
　
洋
　
法
　
学

一
九
七



光
華
寮
事
件
に
関
す
る
一
考
察

一
九
八

五
　
若
干
の
問
題
の
検
討

　
（
｝
）
　
中
国
代
表
権
問
題

　
こ
れ
は
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
中
国
」
を
国
連
に
お
い
て
正
式
に
代
表
す
る
政
府
は

北
京
政
府
か
台
北
政
府
か
を
巡
っ
て
二
十
二
年
問
も
争
わ
れ
た
間
題
で
あ
る
。
結
果
は
北
京
政
府
に
代
表
権
が
移
っ
た
。

　
当
該
代
表
権
問
題
に
お
い
て
中
国
と
は
中
華
民
国
を
意
味
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
代
表
を
決
定
し
た
国
連
総
会

決
議
は
ひ
と
つ
の
主
権
国
家
内
に
並
存
す
る
政
治
権
力
の
選
択
・
決
定
を
行
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
来
こ
の
間
題

は
、
国
連
に
お
け
る
「
中
国
」
の
地
位
を
、
中
華
民
国
と
中
華
人
民
共
和
国
の
ど
ち
ら
の
主
権
国
家
が
承
継
す
る
の
か
、
と
い
う
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
連
に
お
け
る
集
団
承
認
の
問
題
が
先
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
と
に
か
く
こ
の
事
実
に
依
拠
し
て
、
中
国
の
正
当
政
府
は
台
北
政
府
で
は
な
く
北
京
政
府
で
あ
る
と
単
純
に
思
い
込
む
論
者
も
い

る
。
し
か
し
台
湾
・
台
北
政
府
の
法
的
地
位
は
日
本
国
に
と
っ
て
の
個
別
間
題
で
あ
り
、
当
該
代
表
権
間
題
は
国
連
と
い
う
ひ
と
つ

の
国
際
組
織
内
に
お
け
る
間
題
で
あ
っ
て
、
両
者
は
全
く
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
日
華
平
和
条
約
と
学
説

　
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
の
た
め
に
開
催
さ
れ
た
対
日
講
和
会
議
で
は
、
中
国
（
中
華
民
国
）
の
代
表
政
府
を
巡
っ
て
米
英
が
対
立

し
た
た
め
、
両
政
府
（
政
権
）
と
も
招
か
れ
な
か
っ
た
。
日
本
国
は
米
国
か
ら
の
強
い
要
請
で
台
北
政
府
と
の
間
に
平
和
条
約
を
締



結
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
中
国
（
中
華
民
国
）
に
対
す
る
全
て
の
戦
争
状
態
の
終
結
が
は
か
ら
れ
た
と
し
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
台

北
政
府
を
中
華
民
国
内
の
残
存
的
政
権
と
み
な
し
、
当
該
政
権
と
の
問
で
戦
争
状
態
終
結
と
い
う
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
条
約
を
締
結

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
当
該
条
約
の
適
用
範
囲
が
「
中
華
民
国
政
府
の
支
配
下
に
現
に
あ
り
、
ま
た
は
今
後
入
る
全

て
の
領
域
に
適
用
」
す
る
と
し
た
た
め
（
附
属
交
換
公
文
）
、
同
政
府
の
支
配
下
に
な
い
大
陸
部
分
に
も
有
効
か
否
か
、
と
い
う
疑
間

が
呈
せ
ら
れ
た
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
は
有
力
な
見
解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
も
し
右
記
の
よ
う
な
疑
間
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
中
華
人

民
共
和
国
は
事
実
上
す
で
に
主
権
国
家
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
日
中
共
同
宣
言
や
日
中
平
和
友
好
条
約
は
、

す
で
に
存
在
す
る
主
権
国
家
を
改
め
て
且
つ
形
式
的
に
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
宣
言
的
効
果
説
が
成
り
立
つ
。

反
対
に
中
華
人
民
共
和
国
を
中
華
民
国
内
の
反
乱
団
体
が
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
地
域
及
び
支
配
実
態
の
総
称
と
す
る
な
ら
ば
、

当
該
声
明
や
条
約
で
主
権
国
家
と
し
て
始
め
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
こ
に
は
創
設
的
効
果
説
が
成
り
立
つ
と
い
え
よ

・
つ
。

六
　
小
括
と
課
題

　
以
上
の
よ
う
に
、
争
い
の
無
い
事
実
と
承
認
論
と
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
若
干
の
国
際
政
治
上
の
駆
け
引
き
が
見
出
さ
れ
得
る
と

し
て
も
、
日
本
国
に
と
っ
て
は
中
華
民
国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
二
つ
の
主
権
国
家
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

そ
う
な
る
と
、
コ
つ
の
中
国
」
、
「
二
つ
の
中
国
」
と
い
う
表
現
が
極
め
て
曖
昧
で
非
法
律
的
表
現
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
た
は
ず

　
　
　
　
東
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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九



　
　
　
　
光
華
寮
事
件
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇

で
あ
る
。
国
際
法
に
お
い
て
は
正
式
名
称
を
「
中
国
」
と
称
す
る
主
権
国
家
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
的
思
考

に
用
い
ら
れ
る
表
現
と
日
常
生
活
に
用
い
ら
れ
る
表
現
と
を
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ゆ
え
に
日
本

国
に
と
っ
て
台
湾
は
中
華
民
国
と
い
う
主
権
国
家
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
当
該
問
題
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
一
九
一
五
年
の
哀
世
凱
政
権
の
承
認
が
、
当
時
の
混
乱
し
た
状
況
を
考
慮
す
る
と

事
実
上
の
承
認
目
暫
定
的
承
認
で
あ
り
、
そ
の
後
の
国
内
の
混
乱
を
も
鑑
み
る
と
、
台
北
政
府
に
対
し
て
も
当
該
暫
定
的
承
認
が
継

続
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
間
題
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
暫
定
的
承
認
を
受
け
た
だ
け
の
政
権
と
、

戦
争
状
態
を
終
結
さ
せ
る
よ
う
な
重
大
な
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
日
華
平
和
条
約
の
締
結
が
政
府
承

認
を
意
味
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
「
政
府
承
認
の
切
替
」
の
立
場
か
ら
は
、
台
北
政
府
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
講
和
条
約
（
平
和
条
約
）
な

ど
の
重
要
な
条
約
を
締
結
す
る
権
限
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
す
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
間
題
も
、
歴
史
の
過
程
と

そ
の
継
続
で
あ
る
現
実
の
視
点
か
ら
、
中
華
民
国
と
の
平
和
条
約
は
締
結
で
き
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
光
華
寮
事
件
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
最
高
裁
が
本
稿
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
し
た
場
合
、
す
で
に
中
華
人
民
共
和
国
の
管
理
下

に
あ
る
財
産
に
対
し
て
如
何
な
る
措
置
を
命
ず
る
の
か
が
間
題
と
な
ろ
う
。
そ
の
現
状
を
肯
定
し
た
上
で
、
中
華
民
国
に
対
し
て
日

本
が
何
ら
か
の
損
害
賠
償
を
支
払
う
の
か
否
か
、
あ
る
い
は
北
京
政
府
に
引
渡
し
を
命
ず
る
の
か
否
か
と
い
っ
た
処
理
の
間
題
が
残

さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
中
華
民
国
が
日
本
に
と
っ
て
の
主
権
国
家
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
台
湾
海
峡
の
安
全
確
保
の
方
策



も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
法
論
理
で
は
な
く
、
政
策
論
に
属
す
る
が
、
国
際
社
会
で
は
総
て
の
こ
と
が
メ

カ
ニ
ズ
ム
化
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
関
連
性
を
持
っ
て
国
家
間
関
係
に
現
れ
る
こ
と
も
十
分
に
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

パ パ パ765））） 　
京
都
地
裁
判
決
（
一
九
七
七
年
目
昭
和
五
十
二
年
九
月
十
六
日
）
判
例
時
報
八
九
〇
号
。
大
阪
高
裁
判
決
（
一
九
八
二
年
目
昭
和
五
十

七
年
四
月
十
四
日
）
判
例
時
報
一
〇
五
三
号
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
八
一
号
。
差
戻
後
第
一
審
京
都
地
裁
判
決
（
一
九
八
六
年
H
昭
和
六
十

一
年
二
月
四
日
）
判
例
時
報
一
一
九
九
号
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
八
O
号
。
差
戻
後
第
二
審
大
阪
高
裁
判
決
（
一
九
八
七
年
1
1
昭
和
六
十
二

年
二
月
二
十
六
日
）
判
例
時
報
二
一
三
二
号
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
三
七
号
。
現
在
、
最
高
裁
に
て
審
理
継
続
中
。
同
事
件
の
概
要
は
省
略

す
る
。

　
特
に
次
の
研
究
が
優
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
広
瀬
善
男
「
光
華
寮
訴
訟
と
国
際
法
」
明
治
学
院
大
学
法
学
会
『
法
学
研
究
』
四
十
六

号
（
明
治
学
院
論
叢
第
四
六
八
号
）
（
一
九
九
〇
年
十
月
）
一
～
二
二
八
頁
。
そ
の
中
で
は
、
同
事
件
に
関
す
る
他
の
鑑
定
人
の
見
解
に

対
す
る
検
討
も
な
さ
れ
て
い
る
。

　
猪
口
孝
「
ア
ジ
ア
大
陸
重
視
の
外
交
を
」
西
和
久
編
『
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
二
〇
〇
四
年
一
月
二
十
七
日
号
（
毎
日
新
聞
社
、
二
〇

〇
四
年
）
五
十
五
頁
。

　
日
中
共
同
声
明
の
締
結
の
背
後
事
情
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
安
藤
仁
介
「
光
華
寮
事
件
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の
諸
間
題
」
林
久

茂
・
山
手
治
之
・
香
西
茂
編
『
国
際
法
の
新
展
開
』
（
東
信
堂
、
一
九
八
九
年
）
二
二
六
～
二
二
七
頁
。

　
広
瀬
、
前
掲
注
（
2
）
、
五
十
八
頁
。

　
詳
し
く
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
林
金
董
『
戦
後
の
日
華
関
係
と
国
際
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
一
〇
六
～
一
一
〇
頁
。

　
二
〇
〇
六
年
四
月
時
点
で
、
中
華
民
国
（
台
湾
）
と
外
交
関
係
を
有
す
る
国
は
、
大
洋
州
で
六
ヶ
国
（
ツ
バ
ル
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
マ

ー
シ
ャ
ル
諸
島
共
和
国
、
パ
ラ
オ
共
和
国
、
キ
リ
バ
ス
共
和
国
、
ナ
ウ
ル
共
和
国
）
、
欧
州
で
一
ヶ
国
（
バ
チ
カ
ン
）
、
中
南
米
・
カ
リ
ブ

で
十
二
ヶ
国
（
パ
ナ
マ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
ハ

イ
チ
、
ベ
リ
ー
ズ
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
）
、
ア
フ
リ
カ
で
六
ヶ
国
（
ス
ワ

　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
一



（
8
）

（
9
）

　
光
華
寮
事
件
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
ニ

ジ
ラ
ン
ド
、
マ
ラ
ウ
イ
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ガ
ン
ビ
ア
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
チ
ャ
ド
）
の
合
計
二
十
五
ヶ
国
で
あ
る
（
出
典
”

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〈
算
8
”
＼
＼
奢
霜
揖
B
o
貯
面
o
む
＼
日
o
亙
＼
胃
＄
＼
鼠
響
き
＼
魯
け
聾
嘗
巨
〉
8
8
＼
ミ
＼
ま
）
。
こ
れ
ら
は
経
済
援
助
の

関
係
で
外
交
関
係
を
有
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
国
家
数
が
約
一
九
二
ヶ
国
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
二
十
五
ヶ
国

と
い
う
の
は
決
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
各
種
国
際
機
関
へ
の
独
自
加
盟
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
へ
の
参
加
と
い
う
事
実

も
看
過
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
政
府
の
完
全
承
継
・
不
完
全
承
継
に
関
す
る
議
論
及
び
検
討
、
並
び
に
当
該
間
題
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
は
、
前
掲
注
（
2
）
の
広
瀬

善
男
「
光
華
寮
訴
訟
と
国
際
法
」
及
び
前
掲
注
（
4
）
の
安
藤
仁
介
「
光
華
寮
事
件
を
め
ぐ
る
国
際
法
上
の
諸
間
題
」
に
論
述
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
必
読
文
献
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
他
の
貴
重
な
文
献
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
関
係
で
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
つ
ま
り
中
華
民
国
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
の
分
離
独
立
を
承
認
し
、
そ
の
後
、
常
任
理
事
国
と
し
て
の
地
位
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ソ
連
邦
崩
壊
後
に
そ
れ
ぞ
れ
分
離
独
立
し
た
諸
国
家
の
中
で
い
ず
れ
の
国
家
が
ソ
連
邦
の
有
し
て
い
た
常
任
理
事
国
の
地
位

を
引
き
継
ぐ
か
と
い
う
間
題
で
用
い
ら
れ
た
手
順
で
も
あ
っ
た
。


